
 

南部大阪都市計画地区計画の決定（河内長野市 決定） 

 

都市計画南花台三丁目南地区地区計画を次のように決定する 

1.地区計画の方針 

名      称 南花台三丁目南地区地区計画 

位      置 河内長野市南花台三丁目地内 

面      積 約４．９ha  

区
域
の
整
備
・
開
発
及
び
保
全
の
方
針 

地区計画の 

目標 

本地区は都市計画マスタープランにおいて、丘の生活拠点として、

地域内外の多世代が交流できる施設を誘導し、新たな地域の魅力創出

を図る地区と位置付けている。 

上記計画の中で、施設運営者、地域及び行政が連携し、多世代が交

流できる観覧場を含む公園を整備することで、交流人口や定住人口の

増加につなげ、地域内の経済循環を生み出し、生活の質の向上を目標

とする。 

土地利用の 

方針 

観覧場を含む都市公園を整備し、レクリエーションの拠点として、

魅力や活力の増進を図る。 

建築物等の 

整備の方針 

 地区計画の目標を達成するため、ゾーニングを行い、各地区の建築

物等の整備方針を定める。 

（１） Ａ地区 

  都市公園として整備し、都市公園法上の公園施設の内、観覧場お

よび観覧場に附属する施設を設置できるよう制限を定める。 

（２） Ｂ地区 

都市公園として整備し、都市公園法上の公園施設を設置できるよ

う制限を定める。 

（３） Ｃ地区 

既存の幼保連携型認定こども園を保持しつつ、周辺の良好な住環

境と調和を図れるよう制限を定める。また、将来においても、都市

公園と連携した幼稚園、保育所、認定こども園、児童福祉施設等を

誘導できるよう制限を定める。 

その他当該 

区域の整備・ 

開発及び保全に 

関する方針 

本地区周辺は住宅街であることから、地域住民の意見を踏まえ、遮

音や遮光など、周辺環境に配慮した整備を検討する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.地区整備計画  

地

区

整

備

計

画 

建 

築 

物 

等 

に 

関 

す 

る 

事 

項 

地区の

区分 

名称 Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区 

面積 約 3.2ha 約 1.4ha 約 0.3ha 

建築物等の 

用途の制限 

次に掲げる建築物以外

は建築してはならない。 

（１）都市公園法第２条第

２項に規定する公園施

設 

次に掲げる建築物以外

は建築してはならない。 

（１）都市公園法第２条第

２項に規定する公園施

設 

 

 

次に掲げる建築物以外は

建築してはならない。 

（１）幼稚園 

（２）保育所 

（３）認定こども園 

（４）建築基準法施行令第

１９条に規定する児童

福祉施設等 

建築物の容積率

の最高限度 
― ― 200/100 

建築物の建蔽率

の最高限度 

都市公園法第４条の規

定に準ずる。 

都市公園法第４条の規

定に準ずる。 
60/100 

建築物等の形態 

又は意匠の制限 

屋根、外壁等の形態および色彩は景観に配慮するとともに、良好な周辺環境に調和

し、落ち着いた形状色合いのものとする。 

「地区計画の区域、地区整備計画の区域は計画図表示のとおり」 

 



理 由 

 

「南花台スマートエイジング・シティ」団地再生モデル事業の一環として、UR南花台団

地の跡地の一部を、観覧場を含む新たな公園や飲食店等として整備を進めるため、本案の

とおり地区計画を決定するものである。 



南部大阪都市計画図（河内長野市）
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凡　　例

地区計画区域（地区整備計画区域）

地区の区分 Ａ地区Ａ地区 Ｂ地区 Ｃ地区

地区計画の決定
計画図

A 地区

B地区

C地区
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